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ご挨拶 

2024.8.10 長女 史子の死去につきましては、多くの人からお悔やみと励ましを頂きました。 

紙面おかりしまして、心から感謝申し上げますとともに、今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

技能実習生等の厚生年金「脱退一時金」 

「脱退一時金」厚生年金の脱退一時金のことだ。技能実習生の就業にあたっては、その初日から法定福利として、

健康保険・厚生年金・雇用保険への強制加入が定められている。3年ないし 5 年の勤務として、相当な額が保険

料として控除される。日本人並みにとは言いつつ例えばベトナムには、そもそも年金制度がない。本来の老齢年

金の受給に至ることは事実上難しいことから、ほとんど帰国者は脱退一時金を申請受給する。但し年金機構には、

脱退一時金の取得率のデーターがなく、実態は定かでない。 

 申請を支援する者もなく申請が出来ずに掛け捨てになっているケースがかなりあると思われる。個人的に調査

してみると、受け入れ機関或は送り出し機関が関与していたり、ベトナム国内に、脱退一時金を取り扱っている

業者もいたりする。どちらにしても強制加入させておいて、掛け捨ては何とかしなければならない。 

 それにしても対象となる脱退一時金は 5 年分が限度になっている。申請は少しずつ規制緩和されているとい

う事だが、およそ次の様な要件となる。 

 給付対象となる積立金額は、個人負担分のみでかつ減額される。会社負担分はどちらにしても掛け捨て。被保

険者資格の喪失と、住民票からの離脱が最重要。日本国内にいても申請は可。振込先の銀行も、母国の銀行でも

日本の銀行でも自由である。審査は約 3か月。申請書と添付書類を（財）日本年金機構 外国業務グループに郵

送すれば手続きは完了。厄介なのは、給付される金額の 20.24％が源泉所得として控除される。これは還付の対

象になるがさらに 1か月を要し別の手続きとなる。 

 つくづく日本は形式主義だと思う。基本的に厚生年金の加入を免除すれば、それを各社の福利厚生に回すこと

もできるし、賃金に回すこともできる。技能実習生の多くは最低賃金で働く。時間単価 1060 円として 20 日

前後勤務で 1 日 8 時間労働、若干の時間外労働を入れれば支給金額は 20 万円弱。そこから健康保険と厚生年

金の保険料を控除し、他の必要経費 

控除すると残りは 15 万弱となる。借金返済と仕送りを考えれば手取りは

わずかなものになる。 

必死で納めた年金の積み立てを無駄にさせてはいけない。複雑な計算は割

愛するが実際積み立てた金額から相当カットされ実質給付される金額はか

なり少額となる。せめて積み立てた総額ぐらい給付すべきではないか。

2027 年度より現在の技能実習制度は廃止され育成就労制度に変わる。市

場は台湾や韓国との人材獲得競争となり、国内では転籍自由の関係から大

企業の有利性が言われている。国が外国人雇用の促進を進めるのならば、

待遇改善や助成金制度など抜本的な対策が実施されねばならない 

                              ２０２４．９．２９ 
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助成金を活用してみませんか？ ～キャリアアップ助成金 正社員化コース～ 

会社の就業規則に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成される助成金です。 

例えば非正規雇用労働者（パート労働者）として半年以上（～5年未満）雇用、その後正社員に契約変更

をします。もちろん雇用条件は正社員の就業規則のとおり、月給であり、無期雇用であることが前提です。

正社員として契約変更後半年が経過したところで 1 度目の申請をします。（申請期間①）ここで申請内容が認

められれば４０万円の支給。さらに半年後、2 度目の申請をします。（申請期間②）ここでも申請内容が認め

られれば追加で 40 万円の支給を受けることができ、1労働者あたり合計で 80 万円の助成金を受けること

ができます。 

 

 

 

 

 

≪正社員として契約変更したときの条件≫ 

・就業規則に基づき、正社員として雇用されていること 

・「賞与または退職金制度」かつ「昇給」が適用されていること 

※原則として不支給の場合、賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外です。ただし就業規則の記載で「賞与は原則として支給

する。ただし業績によっては支給しないことがある。」との記載だけをもって不支給となることはありません。 

・賃金の額または計算方法が非正規雇用労働者と正社員と明確な違いがあり、転換前と転換後で異なる雇用

区分の就業規則が適用されていること 

※正規・非正規雇用の就業規則が一体になっていたとしても、雇用形態等の条文で「正社員」「パート労働者」が区別して規定されていて、

差が確認できる場合は対象。ただし「個別の雇用契約書で定める」と記載している場合は就業規則において賃金の計算方法の違いが確認で

きないため対象外。 

・正社員化後 6カ月間の賃金を、正社員化前 6 ヵ月間の賃金より最低 3％以上増額させていること 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 3％以上増額の要件の計算方法の例 

転 換 前：有期雇用労働者（パート） 

所定労働時間：6 時間×週 5 日  

時 間 給：1,060 円 

転 換 後：正社員（無期雇用） 

所定労働時間：8 時間×週 5 日 

月給（基本給）：220,000 円 

 6 ヵ月の賃金の合計は 1,320,000 円 

時間給に換算すると… 

1,320,000 円÷1,040時間＝1,269 円 

※1,040 時間＝週 40 時間×（1 年 52 週÷2）←半年 

＼1,060 円と 1,269円を比べた時に 19％の増額となるため賃金増額の要件を十分満たしています！／ 

キャリアアップ計画書を取組の日（＝転換日）の前日までに労働局へ提出しなけれ

ばなりません！不備があると受理していただけません。また就業規則を整えることも

必要ですので、助成金をお考えの際は余裕をもってご連絡ください♪♪ 



令和 7年 4月より育児休業給付金の延長手続きが変わります！ 

～2025年 4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です～ 

 

これまでは保育所等の利用を申し込んだものの、入園できないということで育児休業を延長する場合、市

区町村の発行する保留通知書を提出すれば延長することが可能でした。 

しかし育休延長狙いの申請による行政の繁忙等を理由として令和 7 年 4 月よりこれまでの①保留通知書等

の確認に加えて、②育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、③市区町村に保育所等の申し込みを

行ったときの申し込み書の写しが必要になります。令和 7 年 3 月 31日までの延長申請の場合は①のみで可

能です。 

 

 

 

 

 

 

①  保留通知書等とは 

市区町村から発行される「入所保留通知書」「入所不承諾通知書」などを指します。 

１歳の誕生日、または 1 歳半の時点で入園を保留されていることが証明できるものが必要です。 

（例）1/15 生まれの場合、１月 1 日付で入園を希望したが保留となった通知書が必要です。 

 

② 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは 

こちらの様式が新たに追加書類として必要になります。申請書には以下のよ

うな内容を記載します。 

・利用（入所）申し込みにあたり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表 

示をしていないか 

・利用（入所）内定を辞退したことがあるか 

・利用（入所）申し込みをした保育所等の中で自宅から最も近隣の施設名と

通所時間、通所時間（片道）が 30 分以上の場合、その理由 

※今後は入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしている場合は 

育休延長ができなくなります。 

 

③  市区町村に保育所等の申し込みを行ったときの申し込み書の写し 

延長事由認定申告書とあわせて実際に入園申し込みをした際の写しも提出する必要があります。今までであ

れば保育園の入所申込みをするのを忘れていたり、初めから育休延長を望んだりということで保留通知書を

発行してもらい、その用紙のみをもって育休延長手続きをされている方も中にはいらっしゃったように感じ

ます。しかし実際の保育園の入園申し込みをした際の写しが必要になりますので、虚偽の申告をすることは

できなくなります。 

 

…育休延長の要件として要約すると… 

1 歳時点で保育所に入所できるように前もって入所の申し込みをした申込書の写しが必ず必要になります。

2025 年 4 月以降、育休延長の可能性のある方には必ずお伝えするようにしましょう！ 

 

 ご本人に用意してもらう書類は今までの保留通知書に加えて、保育所等の申し込み

を行った際の申し込み書の写しです。「申し込みの手続きをした際の、申込書の写し

をなくさないように…！」と従業員さんたちにお伝えしておきましょう♪♪ 


